
仮名処理基準等一覧表
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仮名処理の

範囲
(l)主文

②理由
※当事者の表示部分及び理
由密部分は褐戦されない。

①当耶者(住"『,代理人は

褐戦されない｡）
②主文
③理由
※理由番部分は掲般されな
い。

①当躯者の炎示(代理人を言

むb)
※当耶者の住所,本霜,本店所在
地等は調遜官の仮名処理指示が
なくとも省略される。
②主文
③理由
④理由番
※112審判決は不掲敏｡参照のた
め例外的に褐戦する場合は,褐戦
する1,2審判決(全文又は抄鋤も
仮名処理の対象範囲となる。

琴目丁塵

※住所は不掲職｡代理人が複数の
場合は｢ほか○名｣と掲職される。
②主文
③理由
④理由番
⑤1，2審判決
※1,2審判決が民間法律雑誌に
掲叙されている場合‘①長文にわ
たるときや②仮名処理の負担が大
きいときに0判例委風会の了解を得
て掲蝋を省略することがある。

仮名処理の
対象

①個人名

②法人名
③通称,通名,芸名,雅号
④地名

⑤生年月日，死亡年月日
⑥敵艦番号等

仮名処理

韮準
1閲覧等制限決定又は公開停止決定の対象となった蛎噸
2個人名
次の個人名は仮名とする(当郡者でない銭判官及び検
察官並びに代理人弁謹士は,仮名にしない｡）
①当蛎者

②

②法定代理人である親梅者,後見人,補佐人,保佐人,柵
助人,愉栽の許可代理人
③第三者
④法人や公的機関の代淡者
⑤通称,通名,芸名,雅号
3法人名
国及び地方公共団体その他公法人を除き,その公開に
より個人を推知又は特定できる場合は仮名とする。
4地名

個人の本鯆,住所,犯行場所聯は仮私とする．

ただし,上記2～4については,仮名にすることによって
判例の正確な理解が困維になるような場合は，この限りで
ない。

【基本方針】
閲覧聯制限決定又は公側停止決定の対象となった事項は‘仮名処理
をする。
名瞥,プライバシー等の保謹の観点から仮名処理が相当と鯉められる
場合は,個人名について仮名処理をする。
法人名や地名についても,その公側により当鱗個人を推知又は特定で
きる場合は仮名処理を1－る。
仮名処理をすることにより判決等の正硫な理解に支障がある場合は，
支障がない限度で仮名処理をする。
1,2群の判決及び理由盤については,必嬰に応じ,仮名処理に代え
て,砺件関係者の名誉,プライバシー尋にかかわる記鮫のある当瞭鍔
面の全部又は一部を褐戦しない措殴も考臘する。

【仮名処理基準】
1閲礎聯制限決定又は公棚停止淡定の対象となったり噸
2名誉,プライバシー等の保盤の観点から仮名処理をすることが相当と
認められる者及びその間係者
例(1)既往症,出生の秘篭,私生活上の秘密などが記戦されて
いる巻及び関係者
(2)性的犯罪｡セクシュアルﾊﾗｽﾒﾝﾄ淳の被害者,加害春及
ぴその関係者
(3)特に残虐,猟奇的又は不名誉な態様により死慨した巷及
びその関係者
(4)受刑者,被告人,被疑者及びその関係者(国外において
脈追諦されている者を含む｡）
(51亜大な犯罪を犯した鞭実等に間する蛎件の当砺者及びそ
の関係者

3未成年者(当審裁判時に成年に達している場合も仮名とする｡）
4家那抗告蛎件の当蛎者及びその関係者
5人聯脈訟砺件及び実質的にこれと同視できる民事訴詮聯件の当
事者及びその関係者
61，2瀞において特に氏名‘名称等を公表しない描腫がとられた者
7その他,特に仮名処理することが相当と聡められる巷

仮名処理の

指示方法
掲職指示醤に記職する。 原則として,月2回の迩別段階で選

別時仮名処理連絡票に妃蛾する。
殿終的には調恋官研究会におい
て決定される。

原則として,月2回の避別段階で週
別時仮名処理遮絡砿に記縦する。
最終的には判例婆圃会において
決定される ウ

仮名処理の

方法
1氏名｡名称

当蛎者についてはX,Y,Zを使用する｡当蛎者以外の者
はA,B｡Cによる｡A,B｡Cを使用することが相当でない鰯
合には,これに代えてa,b,cを用いる。
2地名
都道府県及び市郡(東京都特別区は区まで)を肥叙し，
それより小さい行政区画及び地番等は人名の符号と異なる
適宜の符号を使用するか,又は『(住所省略)jと妃蛾する。
3プライバシーの保溌が特に必要とされる率件について
は，生年月日又は死亡年月日のうち,年'月日又は月日を
『▲jで表示する。
4記号を付す順番
当鞭者(同じ立場の当蛎者が複数いる場合)及び当轆者
以外の者のいずれについても,当審裁判盤の判文の噸に
従って,機械的に,X1,X2…(当郡者)又はA,B｡C･･･
(当嚇者以外の者)と付する｡なお,判示砺項中には,でき
るだけ記号を用いない｡記号を用いる珊合は,判文中の記
号を用いる。

1～3について,ホームベージの場合と同じ．
4判文と1噸･要旨における記号を付す順霧
当#崎については,当審栽判密の当聯者目録の噸序に従い0 X
1,X2･･･と記号を付し,その紀号を刺F項･嬰旨にも用いる｡当蛎者以外
の者については判文に現れる順に機械的にA,B,C…と付するが，
当事者以外の者を表す妃号(A,B,C)が嚇項･要旨に用いられる場合
には，判文に現れる順稀ではなく,率項・要旨に現れる噸に従ってA,
B｡C…と付し,これをそのまま判文Iこも用いる。
(判文において,甲'乙,丙を用いて法理が記職されている場合には，
例外的に,リ噸･要旨を甲,乙,丙で褒示することも考えられる｡）


